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リンクス福祉サポート株式会社    居宅介護支援センターアカラ 

重要事項説明書 
                              令和 6 年 4 月 1 日 基準 

 

 

１ 利用申し込みからサービスの利用までの流れ 

利用者宅を訪問して、利用者の心身の状況や置かれている環境等を把握した上で、居宅介護サービス及び

その他の必要な保健医療サービス、福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅

サービス計画を作成します。 
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当事業者が居宅介護支援を提供するに当たり、あらかじめ以下のことを説明致します。 

２ 事業者の概要 

 

 

名   称 居宅介護支援センター アカラ 

所  在  地 〒432－8058   浜松市中央区新橋町 1180 番地 

電 話 番 号 （０５３）４４４－０９８９ 

法 人 名 称 

代 表 者 

リンクス 福祉サポート 株式会社 

  代表取締役  中 山 晴 人 

事 業 所 番 号 ２２７７２０４７１１ 

指 定 年 月 日 平成２９年 ４月 １日 

管  理  者 中山 晴人（介護支援専門員を兼務） 

介護支援専門員 １人以上 

営業日・営業時間 月曜日から金曜日まで（国民の祝日、12/31～1/2、8/13～8/15 を除く） 

営業時間 ８時３０分～１７時３０分 

サービス提供地域 浜松市中央区：新津圏内・三和圏内・芳川圏内・板屋圏内・鴨江圏内 
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３ 利用料 

 (1) 利用料 

区分 項目 算定内容 単位数 

基本 要介護１・２ 要介護１又は要介護２ １，０８６ 

要介護３・４・５ 要介護３から要介護５ １，４１１ 

加算 初回加算 新規に居宅サービス計画を作成する場合 

要介護状態区分が 2区以上変更された場合 

３００ 

入院時情報連携加算Ⅰ 入院から 3日以内に必要な情報を提供した場合 ２５０ 

入院時情報連携加算Ⅱ 入院から 4 日以上～7 日以内に必要な情報を提供

した場合 

２００ 

退院退所加算Ⅰ1 

退院退所加算Ⅰ2 

退院退所加算Ⅱ1 

退院退所加算Ⅱ2 

退院退所加算Ⅲ 

 

退院や退所時に病院等の職員と面談を行い、必要

な情報を得てサービス計画を作成した場合 

４５０/回 

６００/回 

６００/回 

７５０/回 

９００/回 

通院時情報連携加算 診察時に同席して医師等から必要な情報を得る

場合 

５０/月 

緊急時等居宅 

カンファレンス加算 

病院等の求めにより医師又は看護師等と共に居

宅を訪問し、カンファレンスを行った場合 

２００/回  

（月 2回） 

   

   

※ 介護保険適用になる場合は、上記利用料をお支払い頂く必要はありません。（保険料滞納等の場合を除く） 

※ 上記の加算は該当する場合に算定します。 

  

 ⑵ 交通費 

   通常の事業の実施地域以外の利用について、公共交通機関を使用する場合は実費を、自動車等を使用

する場合は通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道 1km 当たり２０円の実費を請求致します。 

 ⑶ 支払方法 

   事業者に支払う場合は、月末に当月利用分を精算し一枚の領収書にて発行致します。 

 

 

４ 居宅介護支援の概要 

 ⑴ 居宅介護支援の内容 

項  目 内     容 

要介護認定の申請代行 利用者の意思を確認の上、利用者に必要な要介護認定に係る申請について

代行致します。 

居宅サービス計画の作成 利用者が居宅サービスを適切に利用出来るよう、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境、利用者及びその家族の希望を踏まえて作成致します。 

居宅サービス計画書作成

後の管理（居宅サービス

計画の変更等） 

計画に基づいたサービスの利用開始後、その利用状況を継続的に把握して

行きます。また利用者の心身の状態が変化した時は、計画を見直して新し

く作成致します。 
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サービス事業者との連絡

調整 

各種指定居宅サービス事業者等と継続的に連絡を取り、サービス提供の向

上に努めます。 

介護保険施設への紹介 利用者がその居宅における日常生活が困難になったと認める場合、または

利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合、紹介その他の

便宜の提供を行います。 

 

 

 ⑵ 居宅介護支援の利用に当たって 

サービス提供困難時の対

応 

責任を持って他事業所等の紹介を行い、サービス提供に支障がないように

致します。 

サービスの質の向上のた

めの方策 

介護支援専門員の研修会を事業所内で行い、外部の研修会にも積極的に参

加し、質の向上に努めます。 

介護支援専門員を変更す

る場合の対応 

予め利用者と連絡を取り、サービス提供に支障が無いよう、責任を持って

変更致します。 

プライバシーの遵守 業務上知り得た利用者またはその家族には、サービス担当者会議等におい

て、その個人情報を用いる事に御同意を頂きます。 

事故発生時の対応 居宅介護支援を提供する上で、利用者の居宅サービス利用に支障を生じさ

せて損害を与えた場合は、その損害を速やかに賠償致します。 

公正中立に関すること サービス事業者の選定に当たり、利用者は複数の事業者を紹介するように

求めることが出来ます。 

利用者は、事業者等の選定理由を介護支援専門員に求めることが出来ます。 

医療機関との連携 利用者は、医療機関等に入院した際には、その医療機関に担当介護支援専

門員の氏名及ぶ連絡先を伝えます。 

介護支援専門員は、事業所等から利用者の情報提供を受けたとき、必要と

認めるものを利用者の同意を得て、主治医等に提供します。 

介護支援専門員は、利用者が医療サービスの利用を希望している場合等、

利用者の同意を得て、主治医等の意見を求めます。また、当該居宅サービ

ス計画書を主治医等に交付致します。 

相談支援事業者との連携 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する

特定相談支援事業者、住民による自発的活動によるサービスを含めた地域

における様々な取り組みを行う者等との連携に努めます。 

虐待防止について 事業所は、利用者の人権・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行う

とともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

感染や災害への対策（BCP） 感染症や災害の発生時に継続的にサービスを提供できる体制を構築するた

め、業務継続計画を策定し対応力の向上を図ります。 

ハラスメント対策 事業所は職場におけるハラスメント防止に取組み、職員が働きやすい環境

作りを目指します。 

利用者またはそのご家族、その他関係者が事業所の職員に対し、暴言・暴

力･嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメント等の行為を

禁止します。 
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５ サービスの終了について 

 ⑴ 利用者の都合でサービスを終了する場合 

   利用者は、いつでも契約を解除出来ますが、利用者がこの契約を継続し難い程の背信的行為を行った

と認める時は、直ちにこの契約を解約する事が出来ます。 

 ⑵ 当事業者の都合でサービスを終了する場合 

   やむを得ない事情により、サービス提供が出来ない場合は、他の指定居宅介護支援事業者等に関する

情報を提供致します。 

 ⑶ この他、利用者が入院・入所・要介護認定要支援又は非該当・死亡された場合は、自動的にサービス

を終了致します。 

 

 

６ 居宅介護支援に関する苦情を承ります 

受付担当者   中山 晴人          電 話 （０５３）４４４－０９８９ 

           受付日時 月曜日から金曜日  ８時３０分～１７時３０分 

（国民の祝日、12/31～1/2、8/13～8/15 を除く） 

             

中央区役所内    長寿支援課     電 話 （０５３）４５７－２３２４ 

    南行政センター内  長寿支援課     電 話 （０５３）４２５－１５７２ 

    浜松市役所     介護保険課     電 話 （０５３）４５７－２３７４ 

  静岡県国民健康保険連合会        電 話 （０５４）２５３－５５９０ 

         上記 各行政機関 

           受付日時 月曜日から金曜日  ８時３０分～１７時１５分 

（国民の祝日、年末年始を除く） 
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上記の内容を説明し、同意を得た事を証する為、この重要事項説明書を２通作成し、利用者及び事業者が

記名押印の上、各自その１通を所持致します。 

 

令和    年    月    日 

 

 

利用者    住 所                          

 

 

氏 名                      

 

 

 

家族等の代表    住 所                          

〔代理人（利用者との関係：     ）〕 

 

 

氏 名                      

 

 

事業所説明者    所在地    浜松市中央区新橋町 1180 番地 

                  名 称    リンクス福祉サポート株式会社 

居宅介護支援センターアカラ 

 

 

氏名                    


